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事件の表示   国際登録第１６５６８４３号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次
のとおり審決する。

結論   原査定を取り消す。  本願商標は、登録すべきものとする。

理由

１  手続経緯

  本願は、２０２１（令和３年）年８月２４日にシンガポールにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第４条による優先権

を主張して、２０２２（令和４）年２月２２日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである

。

  ２０２３（令和５）年  １月２０日付け：暫定拒絶通報

  ２０２３（令和５）年  ５月  １日    ：意見書、手続補正書の提出

  ２０２３（令和５）年  ８月２５日付け：拒絶査定

  ２０２３（令和５）年１２月  ７日    ：審判請求書の提出

２  本願商標

  本願商標は、別掲１のとおりの構成からなり、第３類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品と

して、国際商標登録出願されたものであり、指定商品については、上記１の手続補正書により、別掲２のとおり補正されたもの

である。

３  原査定の拒絶の理由（要旨）

  原査定において、本願商標が商標法第４条第１項第１１号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第

５４３２７７７号商標（以下「引用商標」という。）は、別掲３のとおり「ＳＨＩＺＥＮ」の文字を横書きしてなり、平成

２１年１１月２７日に登録出願、第３類及び第３５類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役

務として、同２３年８月１９日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

  そして、原査定は、本願商標の構成中「ＳＨＩＺＥＮ」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似すると認

定、判断し、本願を拒絶したものである。

４  当審の判断

  本願商標は、別掲１のとおり、交差する８本の円弧を内包する円の図形（以下「図形部分」という。）を上段に配し、中段に「

ＩＲＥＮ」の文字を大きく横書きし、下段に「ＳＨＩＺＥＮ」の文字を小さく横書きしてなる（以下「文字部分」という。）と

ころ、図形部分と文字部分とは、上下に離れて配置され、大きさも態様も異なるため、これらは、視覚上分離して看取されるも

のである。

  そして、文字部分についてみると、中段の「ＩＲＥＮ」の文字は、太字で一際大きく表されているのに対し、下段の「

ＳＨＩＺＥＮ」の文字は、中段の「ＩＲＥＮ」の文字に比べ、極めて小さく表されていることからすれば、視覚上、「

ＩＲＥＮ」の文字部分が、特に看者の注意をひく部分であるといえる。

  また、中段の「ＩＲＥＮ」の文字が、辞書等に載録のない一種の造語として認識されるものであるのに対し、下段の「

ＳＨＩＺＥＮ」の文字は「自然」に通じる語であり、本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能が

弱いといえるものである。

  そうすると、本願商標の文字部分においては、「ＩＲＥＮ」の文字が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く

支配的な印象を与えるものと判断するのが相当であり、本願商標の文字部分から「ＩＲＥＮ」の文字を捨象し、「

ＳＨＩＺＥＮ」の文字のみをもって自他商品の識別標識として取引に資されるものとはいい難い。

  他に、本願商標に接する取引者、需要者が殊更「ＳＨＩＺＥＮ」の文字部分に着目するというべき特段の事情も見いだせない。

  してみると、本願の指定商品が引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品を含むものであるとしても、本願商標の構成中

、「ＳＨＩＺＥＮ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当な

ものとはいえない。

  他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

  したがって、本願商標が商標法第４条第１項第１１号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

  その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

  よって、結論のとおり審決する。

別掲 別掲１  本願商標
<figure figure_id = 0/>
別掲２  本願の指定商品
  第３類「
Ｎｏｎ－ｍｅｄｉｃａｔｅｄ  ｓｋｉｎ  ｓｅｒｕｍｓ；  ｎｏｎ－ｍｅｄｉｃａｔｅｄ  ｓｋｉｎ
ｃａｒｅ  ｂｅａｕｔｙ  ｐｒｏｄｕｃｔｓ；  ｓｅｒｕｍｓ  ｆｏｒ  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｐｕｒｐ
ｏｓｅｓ；  ｆａｃｉａｌ  ｓｅｒｕｍｓ；  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｃｒｅａｍｓ  ａｎｄ  ｌｏｔｉｏ
ｎｓ；  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｍｏｉｓｔｕｒｉｓｅｒｓ；  ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ  ａｎｄ  ｃｏｓｍｅ
ｔｉｃ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ；  ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ  ｉｎ  ｔｈｅ  ｆｏｒｍ  ｏｆ  ｇｅｌｓ
；  ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ  ｉｎ  ｔｈｅ  ｆｏｒｍ  ｏｆ  ｏｉｌｓ；  ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ  ｗｉｐ
ｅｓ  ｉｍｐｒｅｇｎａｔｅｄ  ｗｉｔｈ  ｃｌｅａｎｓｉｎｇ  ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ  ｆｏｒ  ｕｓ
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ｅ  ｏｎ  ｔｈｅ  ｆａｃｅ；  ｃｌｅａｎｓｅｒｓ  ｆｏｒ  ｔｈｅ  ｆａｃｅ；  ｓｋｉｎ  ｃｌｅａ
ｎｓｅｒｓ；  ｓｋｉｎ  ｃａｒｅ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ；  ｓｋｉｎ  ｍｏｉｓｔｕｒｉｚｅ
ｒｓ；  ｓｋｉｎ  ｍｏｉｓｔｕｒｉｚｅｒ  ｍａｓｋｓ；  ｔｏｎｅｒｓ  ｆｏｒ  ｃｏｓｍｅｔｉ
ｃ  ｕｓｅ；  ｔｏｎｉｎｇ  ｌｏｔｉｏｎ，  ｆｏｒ  ｔｈｅ  ｆａｃｅ，  ｂｏｄｙ  ａｎｄ  ｈａｎ
ｄｓ；  ｔｏｐｉｃａｌ  ｓｋｉｎ  ｓｐｒａｙｓ  ｆｏｒ  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｐｕｒｐｏｓｅｓ；
ｗｉｐｅｓ  ｉｍｐｒｅｇｎａｔｅｄ  ｗｉｔｈ  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｌｏｔｉｏｎｓ；  ｗｒｉｎｋ
ｌｅ－ｍｉｎｉｍｉｚｉｎｇ  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ  ｆｏｒ  ｔｏｐｉｃ
ａｌ  ｆａｃｉａｌ  ｕｓｅ；  ｓｐｒａｙｓ  ［ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ］  ｆｏｒ  ｔｈｅ  ｂｏ
ｄｙ，  ｏｔｈｅｒ  ｔｈａｎ  ｆｏｒ  ｍｅｄｉｃａｌ  ｕｓｅ；  ｍｉｎｅｒａｌ  ｗａｔｅｒ  ｓ
ｐｒａｙｓ  ｆｏｒ  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｐｕｒｐｏｓｅｓ；  ｓｋｉｎ  ｆｒｅｓｈｅｎｅｒｓ  ［
ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ］；  ｐｏｗｄｅｒｓ  ｆｏｒ  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｐｕｒｐｏｓｅｓ；  ｐｏｗ
ｄｅｒｓ  ｆｏｒ  ｓｋｉｎ  ｃａｒｅ；  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ａｃｎｅ  ｃｌｅａｎｓｅｒｓ；  ｃｌ
ｅａｎｓｉｎｇ  ｆｏａｍ；  ｂｅａｕｔｙ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ；  ｂｅａｕｔｙ  ｍａｓｋ
ｓ；  ｃｌｅａｎｓｉｎｇ  ｆａｃｉａｌ  ｍａｓｋｓ；  ｍａｓｋｓ  ｆｏｒ  ｔｈｅ  ｆａｃｅ  ［
ｃｏｓｍｅｔｉｃ］；  ｌｉｐ  ｃａｒｅ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ；  ｅｘｆｏｌｉａｎｔｓ；
ｏｉｌｓ  ｆｏｒ  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｐｕｒｐｏｓｅｓ；  ｏｉｌｓ  ｆｏｒ  ｐｅｒｆｕｍｅｓ  ａ
ｎｄ  ｓｃｅｎｔｓ；  ｐｅｒｆｕｍｅｒｙ；  ｅｓｓｅｎｔｉａｌ  ｏｉｌｓ；  ｅｓｓｅｎｃｅ
ｌｏｔｉｏｎｓ  ｆｏｒ  ｓｋｉｎ  ｃａｒｅ；  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｓｕｎ－ｐｒｏｔｅｃｔｉｎｇ
ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ；  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｓｕｎ－ｔａｎｎｉｎｇ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏ
ｎｓ；  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｓｕｎｓｃｒｅｅｎ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ；  ｎｏｎ－ｍｅｄｉ
ｃａｔｅｄ  ｃｒｅａｍｓ  ｆｏｒ  ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ  ａｆｔｅｒ  ｅｘｐｏｓｕｒｅ  ｔｏ
ｔｈｅ  ｓｕｎ；  ＳＰＦ  ｓｕｎ  ｂｌｏｃｋ  ｓｐｒａｙｓ；  ｓｕｎ  ｂｌｏｃｋ；  ｓｕｎ  ｓｃ
ｒｅｅｎ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ；  ｓｕｎ－ｔａｎｎｉｎｇ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ；
ｆａｃｉａｌ  ｏｉｌｓ；  ｅｙｅ  ｃｒｅａｍ；  ｈａｎｄ  ｃｒｅａｍｓ；  ｍａｋｅ－ｕｐ  ｒｅ
ｍｏｖｅｒ；  ｍａｋｅ－ｕｐ  ｒｅｍｏｖｉｎｇ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ；  ｍｉｃｅｌｌａ
ｒ  ｗａｔｅｒ；  ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ  ｆｏｒ  ｔｈｅ  ｈａｉ
ｒ；  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ  ｆｏｒ  ｔｈｅ  ｈａｉｒ  ａｎｄ  ｓｃａｌｐ
；  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｈａｉｒ  ｌｏｔｉｏｎｓ；  ｃｒｅａｍｓ  ｆｏｒ  ｔｈｅ  ｈａｉｒ；  ｈ
ａｉｒ  ｃａｒｅ  ｌｏｔｉｏｎｓ；  ｈａｉｒ  ｂａｌｍ；  ｈａｉｒ  ｃａｒｅ  ｐｒｅｐａｒａｔ
ｉｏｎｓ，  ｎｏｔ  ｆｏｒ  ｍｅｄｉｃａｌ  ｐｕｒｐｏｓｅｓ；  ｈａｉｒ  ｍａｓｋｓ；  ｈａｉ
ｒ  ｎｏｕｒｉｓｈｅｒｓ；  ｈａｉｒ  ｏｉｌｓ；  ｓｅｒｕｍｓ  ｆｏｒ  ｃｏｓｍｅｔｉｃ  ｐｕ
ｒｐｏｓｅｓ；  ｎｏｎ－ｍｅｄｉｃａｔｅｄ  ｈａｉｒ  ｃａｒｅ  ｐｒｏｄｕｃｔｓ；  ｔｏｎｉ
ｃｓ  ［ｃｏｓｍｅｔｉｃ］．」
別掲３  引用商標
<figure figure_id = 1/>

審理終結日 2024-12-09

結審通知日 2024-12-11

審決日 2025-01-24

1656843

審決分類 T18・26-WY(W03)

最終処分 01 成立

商標の称呼 アイレンシゼン、イレンシゼン、アイレン、イレン、シゼン

代理人 杉村  憲司

代理人 杉村  光嗣

代理人 中山  健一

代理人 門田  尚也

代理人 長嶺  晴佳
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